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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第143期 

第１四半期 
連結累計期間 

第144期 
第１四半期 

連結累計期間 
第143期 

会計期間 
自 2020年４月１日 
至 2020年６月30日 

自 2021年４月１日 
至 2021年６月30日 

自 2020年４月１日 
至 2021年３月31日 

営業収益 （千円） 1,090,227 1,554,378 6,228,129 

経常損失（△） （千円） △846,355 △483,616 △2,559,435 

親会社株主に帰属する四半期（当期） 

純損失（△） 
（千円） △1,051,371 △329,234 △5,179,263 

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △1,057,264 △334,909 △5,205,032 

純資産額 （千円） 9,667,853 5,169,775 5,520,084 

総資産額 （千円） 27,936,336 23,779,212 24,315,919 

１株当たり四半期（当期）純損失（△） （円） △822.44 △257.54 △4,051.48 

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期） 

純利益 
（円） － － － 

自己資本比率 （％） 34.6 21.7 22.7 

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当第１四半期連結会計期間の

期首から適用しており、当第１四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を

適用した後の指標等となっております。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、１株当たり四半期（当期）純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【事業の内容】
当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。主要な子会社の異動は、次のとおりであります。
タクシー事業において、2021年４月１日に当社の子会社である伊豆箱根交通株式会社と伊豆箱根タクシー株式会社

は、伊豆箱根交通株式会社を存続会社として合併いたしました。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】
当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 
(1）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 

前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの
状況の分析 （2）経営者の視点による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析・検討内容 ① 
重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定」について重要な変更はありません。

 
(2）経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい
経済環境のなか、持ち直しの動きがみられるものの一部の事業で弱さが増しており、先行きについては不透明な状
況が続いております。 
このような経済情勢のなか、当社グループは、各事業において、適切な感染症防止策を徹底し、お客さまや従業

員の安全・安心を確保したうえで事業活動を行うとともに、不要不急コストの削減や設備投資の先送りによる経費
圧縮を継続し、このような厳しい状況下においても、日々変化するニーズをお客さま目線で適時的確に把握し、ス
ピード感を持ってサービス展開することで、利益を追求してまいりました。なお、４月には静岡県東部地区の３農
業協同組合と相互の経営資源の有効活用による地域活性化を目的に「包括連携協定」を締結し、連携を開始いたし
ました。 
しかしながら、４月には政府主導の３度目の緊急事態宣言が首都圏を中心に発出されるなど、外出自粛・都道府

県をまたいでの移動自粛、各国政策である入出国制限措置の継続などによりお客さま利用が再び減少し、依然とし
て厳しい経営状況が続きました。なお、今後も新型コロナウイルス感染症の拡大規模や終息スピード、影響期間の
ほか、各国政府の動向などにより、当社グループの業績が大きく変動することが予想されます。 
この結果、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、営業収益は15億54,378千円（前年同期比42.6％増）、営業

損失は５億21,314千円（前年同期営業損失８億52,025千円）、経常損失は４億83,616千円（前年同期経常損失８億
46,355千円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は３億29,234千円（前年同期親会社株主に帰属する四半期純損
失10億51,371千円）となりました。 
 
セグメントの業績は、次のとおりであります。 
 

   ［鉄道事業をはじめとした交通事業について（鉄道事業、バス事業、タクシー事業）］ 
交通事業については、全国を対象に発出された１度目の緊急事態宣言により事業活動に大きな影響を受けた前年

同期から回復傾向にあるものの、３度目の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発出などの影響により、お客さ
ま利用は依然として低調に推移いたしました。このような状況下においても、日常生活を支えるインフラ機能とし
ての社会的使命を果たすべく、感染症防止策を徹底したうえで、減便ダイヤなど営業規模を縮小した事業活動を行
ってまいりましたが、予定されていたイベントの中止や縮小、外出自粛要請などがお客さまの出控えに繋がったこ
とから、厳しい事業環境が続きました。 
 
（鉄道事業） 
鉄道事業は、定期・定期外収入ともに、前年同期を上回りました。このようなコロナ禍においても、お客さまに

「ほほえみと元気」を提供すべく、感染症防止策を徹底したうえで、沿線の観光施設や飲食店のＰＲを中心とした
イベント「いずっぱこスプリングフェスタ」を開催したほか、各種企画乗車券やオリジナルグッズの通信販売サイ
トを強化し、増収に努めてまいりました。 
この結果、鉄道事業の営業収益は４億80,011千円（前年同期比30.2％増）、営業損失は97,122千円（前年同期営

業損失２億58,852千円）となりました。 
 

鉄道事業
伊豆箱根鉄道㈱

種別 単位
前第１四半期連結累計期間
（ 自 2020年４月１日 

至 2020年６月30日 ） 

当第１四半期連結累計期間
( 自 2021年４月１日 

至 2021年６月30日 ） 

営業日数 日 91 91 

営業キロ キロ 29.4 29.4

客車走行キロ 千キロ 1,007 1,135

旅客乗車人員
定期 千人 1,896 2,182

定期外 千人 801 990

旅客収入

定期 千円 196,255 230,140

定期外 千円 155,137 233,173

計 千円 351,392 463,313

運輸雑収 千円 17,141 16,698

運輸収入合計 千円 368,533 480,011

乗車効率 ％ 13.1 14.4

（注） 乗車効率の算出は（延人キロ／客車走行キロ×平均定員）
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（バス事業） 
バス事業は、乗合バス部門において、定期・定期外収入ともに前年同期を上回りました。このような状況下、交

通系ＩＣカードの利用可能エリアを沼津・三島エリアまで拡大するなど利便性の向上に努めてまいりました。貸切
バス部門においては、一般旅客団体の利用は依然低調ながら、新たな契約輸送の獲得などにより、売上高は前年同
期を上回りました。 
この結果、バス事業の営業収益は３億55,618千円（前年同期比34.5％増）、営業損失は２億41,263千円（前年同

期営業損失２億38,405千円）となりました。 
なお、箱根地区で運営していた水陸両用バス事業につきましては、４月に同じ西武グループである株式会社プリ

ンスホテルへ事業譲渡いたしました。 
 

（タクシー事業） 
タクシー事業は、コロナ禍においても三密機会を軽減できる輸送機関としての一定の需要や、主に高齢者のワク

チン接種時の交通手段としての需要喚起に努めたこともあり、売上高は前年同期を上回りました。 
この結果、タクシー事業の営業収益は３億66,508千円（前年同期比58.9％増）、営業損失は１億19,785千円（前

年同期営業損失２億53,896千円）となりました。 
なお、経営資源の集中と業務の効率化を目的とし、４月に伊豆箱根交通株式会社を存続会社、伊豆箱根タクシー

株式会社を消滅会社とする吸収合併を行いました。 
 

（レジャー・不動産事業） 
レジャー事業については、全国を対象に発出された１度目の緊急事態宣言により事業活動が大きく制限された前

年同期から回復傾向にあるものの、一部の施設では休業や営業時間の短縮など営業規模の縮小を継続していること
から、非常に厳しい事業環境が続きました。 
 
鋼索鉄道事業は、箱根 十国峠ケーブルカーにおいて、ペット連れの個人のお客さま利用が堅調に推移したこと

から、売上高は一部期間を休業していた前年同期を上回りました。 
自動車道事業は、湯河原パークウェイにおいて、三密を避けた外出手段としてマイカー利用及び二輪車の通行が

増加し、売上高は前年同期を上回りました。 
船舶事業は、箱根航路において、国内外の個人・団体のお客さま利用は依然として低調ですが、売上高は一部期

間を休業していた前年同期を上回りました。 
飲食店・物品販売業は、箱根地区のドライブインにおいて、飲食・売店部門ともに、個人・団体のお客さま利用

は依然として低調ですが、売上高は一部期間を休業していた前年同期を上回りました。なお、箱根 湖尻ターミナ
ルは、2020年４月より継続して営業を休止しております。十国地区の箱根 十国峠レストハウスにおいては、個
人・団体のお客さま利用は依然として低調ですが、売上高は一部期間を休業していた前年同期を上回りました。沼
津地区の伊豆・三津シーパラダイスにおいては、個人・団体のお客さま利用は依然として低調ですが、売上高は一
部期間を休業していた前年同期を上回りました。このような状況下、各種特典の付いた年間パスポートの販売強化
など個人のお客さまに向けて誘客策を強化したほか、インターネット広告やメディアへの露出による宣伝広告を効
率的に行い、需要喚起に努めてまいりました。なお、コロナ禍において外出自粛中のお客さまにも楽しんでいただ
けるよう、当社事業の懐かしいロゴを施した各種商品「いずっぱこクラシックシリーズ」を発売するなど、オリジ
ナルグッズの通信販売を強化し、増収に努めてまいりました。 
鉄道沿線の物品販売業は、鉄道売店において、観光を目的としたお客さま利用は依然として低調ですが、売上高

は営業規模を縮小していた前年同期を上回りました。広告看板業においては、沿線イベントの中止や、先行き不透
明な景況感を反映し、クライアントの広告宣伝費削減の影響を受け、売上高は前年同期を下回りました。 
不動産事業は、不動産賃貸業に特化しておりますが、保有資産の有効活用として、前期に複数の新規賃貸を開始

したことによる増収、及び各種賃貸物件の空室解消に向けた積極的な営業活動が功を奏し、売上高は前年同期を上
回りました。 
保険代理店事業は、既存契約者の高齢化や免許返納に伴う解約者数が新規契約者数を上回ったことから、売上高

は前年同期を下回りました。 
この結果、レジャー・不動産事業の営業収益は４億76,496千円（前年同期比27.0％増）、営業損失は63,741千円

（前年同期営業損失１億401千円）となりました。 
 

(3）財政状態の分析 
①資産
未収金や売掛金の減少により、前連結会計年度末に比べ５億36,706千円の減少となりました。 

②負債
借入金の増加はありましたが、未払金の減少により、前連結会計年度末に比べ１億86,396千円の減少となりまし

た。 
③純資産
親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により、前連結会計年度末に比べ３億50,309千円の減少となりまし

た。
 

(4）経営方針・経営戦略等 
当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。
 

(5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。
 

(6）研究開発活動 
該当事項はありません。

 
３【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 4,220,000

Ａ種優先株式 900,000

計 5,120,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数（株）
（2021年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2021年8月3日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 1,280,000 1,280,000 非上場

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

り、単元株式数は

100株であります。

Ａ種優先株式 900,000 900,000 非上場

単元株式数は100株

であります。

（注）

計 2,180,000 2,180,000 － －

（注） Ａ種優先株式の内容は、次のとおりであります。

(1）優先配当金

① 当社は、ある事業年度中の特定の日を基準日（３月31日を含む。）として当該基準日の最終の株主名簿

に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して剰余金の配当を行うときは、Ａ種優先株式

を有する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）またはＡ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ種優

先登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）または普

通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、Ａ種優先株式１株につき

Ａ種優先株式１株の払込金額相当額に100分の５を乗じた額を当該事業年度における上限として、発行

に際して取締役会の決議で定める額の剰余金（以下「Ａ種優先配当金」という。）を金銭により配当す

る。ただし、Ａ種優先配当金の支払を当社の株主総会が決定する前に、同じ事業年度中に定められた基

準日の最終の株主名簿に記載または記録されたＡ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対して、

剰余金の配当を行ったとき、または行うことを当社が決定したときは、その額を控除し、残額がある場

合に、当該残額を配当する。

② ある事業年度においてＡ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対して配当する剰余金の額がＡ種

優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

③ Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対し剰余金が配当された後に残余の剰余金があるとき

は、普通株主または普通登録株式質権者に対してＡ種優先配当金と同額にいたるまで剰余金の配当を行

うことができ、さらに残余の剰余金について配当を行うときは、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式

質権者及び普通株主または普通登録株式質権者に対し、１株につき同等の金額を支払う。

(2）残余財産の分配

① 当社の残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主また

は普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につきＡ種優先株式１株の払込金額相当額を金銭に

より支払う。

② Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。

(3）取得請求権

① Ａ種優先株主は、発行に際して取締役会で定める日において、会社法第461条第２項に定める分配可能

額が５億円を超えることを条件とし、毎年５億円を限度として、法令の定める範囲で、その保有するＡ

種優先株式の全部または一部につき、当社に対してその取得を請求することができる。

② 取得を請求するＡ種優先株主は、発行に際して取締役会で定める期間（以下「取得請求可能期間」とい

う。）に当社に申し出るものとする。
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③ 第１項の限度額を超えてＡ種優先株主からの取得請求があった場合、取得の順位は、取得請求可能期間

経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。

④ 当社は、Ａ種優先株式１株を取得するのと引換えにＡ種優先株式１株の払込金額相当額の現金を交付す

る。

(4）取得条項

① 当社は、発行に際して取締役会で定める日において、会社法第461条第２項に定める分配可能額（ただ

し、直前の取得請求可能期間になされた取得請求に応じて当社が取得したか取得することを決定した自

己株式の簿価を控除する。）から５億円を控除した額を限度として、法令の定める範囲で、Ａ種優先株

式の一部または全部を取得することができる。

② 一部取得の場合は、抽選その他の方法により決定する。

③ 当社は、Ａ種優先株式１株を取得するのと引換えにＡ種優先株式１株の払込金額相当額の現金を交付す

る。

(5）議決権

Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

(6）株式の併合または分割、募集株式の割当てを受ける権利の付与等

① 当社は、法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式について株式の併合または分割を行わない。

② 当社は、Ａ種優先株主に対し、会社法第202条第１項に基づく募集株式の割当てを受ける権利または会

社法第241条第１項に基づく募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式の無償割当てま

たは新株予約権の無償割当てを行わない。

(7）配当金の除斥期間等

① 配当財産が金銭である場合は、その支払開始日から満５年を経過してもなお受領されないときは、当社

はその配当金の支払義務を免れるものとする。

② 前項の金銭には利息を付けない。

(8）会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

(9）議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数
（株）

発行済株式 
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金 
増減額  

（千円）

資本準備金 
残高    

（千円）

2021年４月１日～

2021年６月30日
－ 2,180,000 － 640,000 － 325,907
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（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

 

 

（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2021年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

 

①【発行済株式】

2021年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 Ａ種優先株式 900,000 －
「１(1)②発行済株式」の

「内容」の記載を参照

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式    1,600 －

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式  1,271,800 12,718 同上

単元未満株式 普通株式    6,600 － －

発行済株式総数 2,180,000 － －

総株主の議決権 － 12,718 －

（注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が600株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数６個が含まれております。

 

②【自己株式等】

2021年６月30日現在
 

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義所有

株式数（株）

他人名義所有

株式数（株）

所有株式数の

合計（株）

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％）

伊豆箱根鉄道  

株式会社

静岡県三島市大場

300番地
1,600 ― 1,600 0.07

計 － 1,600 ― 1,600 0.07

 

 

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。 

 

 

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2021年４月１日から2021

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(2021年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(2021年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 212,853 191,137 

受取手形及び売掛金 289,744 254,282 

商品 16,057 16,351 

貯蔵品 112,664 121,752 

その他 353,318 89,538 

貸倒引当金 △5,032 △4,942 

流動資産合計 979,606 668,119 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 4,057,072 3,928,566 

機械装置及び運搬具（純額） 551,733 481,488 

土地 17,525,919 17,525,919 

リース資産（純額） 455,123 433,522 

建設仮勘定 21,127 13,447 

その他（純額） 146,586 134,230 

有形固定資産合計 22,757,564 22,517,174 

無形固定資産    

リース資産 37,298 35,677 

その他 331,713 316,363 

無形固定資産合計 369,011 352,041 

投資その他の資産    

投資有価証券 50,197 50,197 

長期貸付金 235,000 235,000 

繰延税金資産 6,542 6,542 

その他 42,996 75,137 

貸倒引当金 △125,000 △125,000 

投資その他の資産合計 209,736 241,877 

固定資産合計 23,336,312 23,111,093 

資産合計 24,315,919 23,779,212 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(2021年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(2021年６月30日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 310,189 225,416 

短期借入金 9,641,560 9,991,080 

リース債務 115,199 115,880 

未払法人税等 13,667 4,199 

賞与引当金 63,606 109,626 

商品券等引換損失引当金 42,292 42,210 

その他 1,386,358 1,006,891 

流動負債合計 11,572,874 11,495,304 

固定負債    

長期借入金 560,200 542,150 

リース債務 428,554 402,747 

繰延税金負債 189 123 

再評価に係る繰延税金負債 3,946,335 3,946,335 

役員退職慰労引当金 23,301 23,561 

退職給付に係る負債 1,762,066 1,720,974 

資産除去債務 158,899 138,632 

その他 343,413 339,610 

固定負債合計 7,222,960 7,114,133 

負債合計 18,795,834 18,609,437 

純資産の部    

株主資本    

資本金 640,000 640,000 

資本剰余金 325,907 325,907 

利益剰余金 △3,882,528 △4,227,163 

自己株式 △17,016 △17,016 

株主資本合計 △2,933,636 △3,278,271 

その他の包括利益累計額    

土地再評価差額金 8,413,724 8,413,724 

退職給付に係る調整累計額 39,996 34,321 

その他の包括利益累計額合計 8,453,721 8,448,046 

純資産合計 5,520,084 5,169,775 

負債純資産合計 24,315,919 23,779,212 
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

    （単位：千円） 

 
前第１四半期連結累計期間 

(自 2020年４月１日 
 至 2020年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 2021年４月１日 
 至 2021年６月30日) 

営業収益 1,090,227 1,554,378 

営業費    

運輸業等営業費及び売上原価 1,722,201 1,865,805 

販売費及び一般管理費 220,051 209,888 

営業費合計 1,942,252 2,075,693 

営業損失（△） △852,025 △521,314 

営業外収益    

受取利息 1,048 915 

受取配当金 2,052 2,052 

受取保険金 9,985 1,452 

受取給付金 8,000 － 

補助金収入 100 56,087 

その他 9,898 6,654 

営業外収益合計 31,085 67,163 

営業外費用    

支払利息 20,787 23,407 

その他 4,628 6,057 

営業外費用合計 25,415 29,465 

経常損失（△） △846,355 △483,616 

特別利益    

固定資産売却益 1,391 246 

工事負担金等受入額 19,772 44,746 

雇用調整助成金 ※ 22,079 ※ 145,294 

その他 2,816 11,201 

特別利益合計 46,060 201,488 

特別損失    

固定資産売却損 － 175 

固定資産圧縮損 21,208 45,361 

固定資産除却損 6,608 43 

臨時休業等による損失 218,883 － 

特別損失合計 246,699 45,580 

税金等調整前四半期純損失（△） △1,046,995 △327,709 

法人税、住民税及び事業税 4,447 1,590 

法人税等調整額 △70 △66 

法人税等合計 4,376 1,524 

四半期純損失（△） △1,051,371 △329,234 

非支配株主に帰属する四半期純利益 － － 

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △1,051,371 △329,234 
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

    （単位：千円） 

 
前第１四半期連結累計期間 

(自 2020年４月１日 
 至 2020年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 2021年４月１日 

 至 2021年６月30日) 

四半期純損失（△） △1,051,371 △329,234 

その他の包括利益    

退職給付に係る調整額 △5,892 △5,674 

その他の包括利益合計 △5,892 △5,674 

四半期包括利益 △1,057,264 △334,909 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,057,264 △334,909 

非支配株主に係る四半期包括利益 － － 
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

 収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。

 

（１）代理人取引に係る収益認識 

 一部の取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財又

はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕

入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。 

 

（２）定期収入に係る収益認識 

 鉄道事業等における定期券利用の運賃収入については、従来は発売日を基に収益を認識しておりましたが、定

期券の有効期間にわたって履行義務が充足されるものとし、有効期間に応じて収益を認識することとしておりま

す。 

 

 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１

四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の営業収益は63,276千円減少し、運輸業等営業費及び売上原価は63,276

千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は15,400千円減少しております。 

 なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28-15項に定める経

過的な取扱いに従って、前第１四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載し

ておりません。 

 

 

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症に関する会計上の見積りの仮定）

 前連結会計年度の有価証券報告書の（重要な会計上の見積り）に記載した新型コロナウイルス感染症に関する

会計上の見積りの仮定について重要な変更はありません。

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

※ 雇用調整助成金

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、雇用調整助成金の特例措置の適用を受けたものであります。 

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであり

ます。 

 
前第１四半期連結累計期間

（自 2020年４月１日
至 2020年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自 2021年４月１日
至 2021年６月30日）

減価償却費(*) 175,933千円 158,875千円

(*)前第１四半期連結累計期間の減価償却費には、四半期連結損益計算書の臨時休業等による損失に計上した減

価償却費30,688千円を含めております。 
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年６月30日） 

報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

            （単位：千円） 

  鉄道 バス タクシー 
レジャー 

・不動産 
合計 

調整額 

（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（注）２ 

営業収益 368,533 264,351 230,702 375,318 1,238,906 △148,679 1,090,227 

セグメント損失 
（△） 

△258,852 △238,405 △253,896 △100,401 △851,555 △469 △852,025 

 
（注）１．調整額の内容は以下のとおりであります。

(1) 営業収益の調整額△148,679千円については、主にセグメント間取引消去△148,679千円であり

ます。 

(2) セグメント損失(△)の調整額△469千円は、主にセグメント間取引消去△469千円であります。

２．セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 
 
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年６月30日） 

報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

            （単位：千円） 

  鉄道 バス タクシー 
レジャー 

・不動産 
合計 

調整額 

（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（注）２ 

営業収益 480,011 355,618 366,508 476,496 1,678,635 △124,256 1,554,378 

セグメント損失 
（△） 

△97,122 △241,263 △119,785 △63,741 △521,913 599 △521,314 

 
（注）１．調整額の内容は以下のとおりであります。

(1) 営業収益の調整額△124,256千円については、主にセグメント間取引消去△124,256千円であり

ます。 

(2) セグメント損失(△)の調整額599千円は、主にセグメント間取引消去599千円であります。

２．セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 
 

（企業結合等関係）

共通支配下の取引等

（連結子会社間の合併）

１．取引の概要

（1）結合当事企業の名称及び事業の内容

結合企業の名称  伊豆箱根交通株式会社

事業の内容    一般乗用旅客自動車運送事業
 

被結合企業の名称 伊豆箱根タクシー株式会社

事業の内容    一般乗用旅客自動車運送事業
 

（2）企業結合日

2021年４月１日
 

（3）企業結合の法的形式

伊豆箱根交通株式会社を存続会社とし、伊豆箱根タクシー株式会社を消滅会社とする吸収合併
 

（4）結合後企業の名称

伊豆箱根交通株式会社
 

（5）その他取引の概要に関する事項

 市場における競争環境の激化が進む中で、経営資源の集中と業務の効率化を目的としております。
 
２．実施した会計処理の概要

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日）に基づき、共

通支配下の取引として会計処理しております。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第１四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年６月30日） 

（単位：千円）
 

 

報告セグメント
調整額
（注）

合計
鉄道 バス タクシー 

レジャー
・不動産

合計

鉄道事業 480,011 － － － 480,011    

バス事業 － 355,618 － － 355,618    

タクシー事業 － － 366,508 － 366,508    

鋼索鉄道事業 － － － 6,594 6,594    

自動車道事業 － － － 17,772 17,772    

船舶事業 － － － 17,352 17,352    

飲食店・物品販売業 － － － 239,952 239,952    

不動産賃貸業 － － － 150,103 150,103    

その他 － － － 44,722 44,722    

顧客との契約から生じ
る収益 476,550 350,129 359,180 342,546 1,528,407    

その他の収益 3,461 5,489 7,327 133,950 150,228    

営業収益 480,011 355,618 366,508 476,496 1,678,635 △124,256 1,554,378

（注） 調整額△124,256千円については、主にセグメント間取引消去であります。

 

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 2021年４月１日
至 2021年６月30日）

１株当たり四半期純損失（△） △822円44銭 △257円54銭

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） 

（千円） 
△1,051,371 △329,234

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半

期純損失（△）（千円）
△1,051,371 △329,234

普通株式の期中平均株式数（株） 1,278,362 1,278,362

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

 

 

（重要な後発事象）

 2021年７月１日から３日の東海地方・関東地方南部を中心とした大雨の影響により、当社グループが保有する

湯河原パークウェイの路面が一部崩落し、全面通行止めとなりました。これにより、復旧費用の支出等が見込ま

れますが、現時点においては詳細を調査中であり、影響額を合理的に見積もることは困難であります。
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２【その他】

該当事項はありません。

 

 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

２０２１年８月３日

伊豆箱根鉄道株式会社 

取締役会 御中 

 

 
EY新日本有限責任監査法人 
静岡事務所 

 

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 守屋 貴浩 

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 松浦 俊行 

 

監査人の結論 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられて

いる伊豆箱根鉄道株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの連結会計年度の第１

四半期連結会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期

間（２０２１年４月１日から２０２１年６月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半

期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビュ

ーを行った。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般

に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、伊豆箱根鉄道株式会社及び連結子

会社の２０２１年６月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営

成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。 

 

監査人の結論の根拠 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半

期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す

る規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任

を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠

して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚

偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整

備及び運用することが含まれる。 

 四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を

作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結

財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す

る責任がある。 

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。 

 



四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任 

 監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立

の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビ

ューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他

の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要

な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表におい

て、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に

表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関

する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でな

い場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や

状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連

結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連す

る注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎と

なる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。 

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠

を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して

責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レ

ビュー上の重要な発見事項について報告を行う。 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を

遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去

又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 

 

利害関係 

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。 

 

以 上 

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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